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はじめに

　「地方独立行政法人法」は2003年７月に「官から民」への流れの
中で成立しました。自治体の事務・事業を職場単位や事業単位でア
ウトソーシング（外部化）するための受け皿として、自治体が新た
に別組織（法人）を設立することによって、経営収支の面での「独
立」性を強調し、人件費の切り下げをはかろうとするものです。
　地方独立行政法人は、自治体が50％以上出資して設立し、病院の
業務を自治体運営から切り離し、経営面での独立性を強めることが
ねらいです。「目標による管理と適正な業務評価、業績主義に基づ
く人事管理」が制度の柱とされています。
　総務省が求めた「改革プラン」の中でＨ21年新たに法人化された
ところは、＊秋田県脳血管研究センター＊秋田県リハビリテーショ
ン・精神医療センター＊静岡県立総合病院＊静岡県立心の医療セン
ター＊静岡県立こども病院＊神戸市中央市民病院＊神戸市西市民病
院の７施設であり、平成22～23年に実施の決定予定をしているとこ
ろは27施設と急激に増加しています。その中には神奈川県立病院
（すでに議会で決定）京都市立病院など自治労連の組合のある施設
もあります。経営形態の変更で「独法化」を選択肢の一つに入れて
いる施設は240施設を超え、このまま法人化がすすめば、３割の自
治体病院が「独法化」されることになります。自治体病院の本来の
役割が果たせない「独法化」に歯止めをかけ、反対運動の具体化が
緊急に求められており、今回Q＆Aを中心にパンフレットを作成し
ました。運動の出発点として学習会に活用してください。
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このグラフは自治体病院協議会が独自に調査したもので
す。独法病院の赤字が少ないのが特徴です。
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　総務省は「公立病院改革プラン」を09年３月までに策定するよう
各自治体に要請していました。４月28日、全国の「公立病院改革プ
ラン」の策定状況を公表しました。それによると、策定済みが603
団体（91.9％）837病院、平成21年度内策定予定が49団体（7.5％）
96病院であり、病院の廃止を考えている団体以外は、策定済みか年
度内策定予定でした。総務省は、「『公立病院改革ガイドライン』は
単なる技術的助言である」と答えていましたが、事実上自治体に対
する強制であることが明らかになりました。
　その主な内容として、「経営の効率化」では平成23年度までに黒
字化を目標に掲げたのは544病院（65％）、「再編・ネットワーク
化」では、159病院（19％）が関係団体間で基本的な枠組みで同
意、平成23年度までに結論予定は435病院（52％）です。「経営形態
の見直し」では、地方公営企業法の全部適用（実施済み300病院）
を新たに78病院が予定、地方独立行政法人化（実施済み11病院）を
新たに34病院が予定、指定管理者制度の導入（実施済み54病院）を
新たに10病院が予定、民間移譲は新たに12病院が予定、平成23年度
までに結論取りまとめ予定は553病院（66.1％）です。
　また、地方独立行政法人化の方針決定済みの27病院（2009年４月
１日に独立行政法人に移行した７病院を除く）の自治体別内訳は、
神奈川県６病院（2010年４月）、山梨県２病院（2010年４月）、長野
県５病院（2010年４月）、岐阜県３病院（2010年４月）、山口県２病
院（2011年４月）、佐賀県１病院（2010年４月）、浜松市１病院
（2010年４月）、桑名市１病院（2009年10月）、京都市２病院（2011
年４月）、泉佐野市１病院（2012年）、福岡市２病院（2010年４月）、
大牟田市１病院（2010年４月）となっています。
　既に定款が議決され、中期目標、中期計画（案）が示され、移行
に向けた実施方針等が提起されているところも多く、内容の全体的
な把握、分析、方針確立が必要です。「集中改革プラン」による人
員削減のターゲットになっています。
　自治体病院の職員の雇用形態では「非公務員型」が圧倒的に多い
ことが特徴です。今年４月に設立された４法人（８病院）はすべて
非公務員型です。また、2010年４月までに設立される法人の定款を
見ると、９法人（22病院）のうち神奈川県、長野県、岐阜県、佐賀
県、浜松市、桑名市、福岡市、大牟田市の８法人（20病院）も非公
務員型で、一般地方独立行政法人は全体の９割以上ということにな
ります。

新たに34病院が
地方独立行政法人化
－総務省「公立病院改革プラン」策定状況より
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（１） 中期目標・中期計画で移行に向けた職員
の身分・賃金・労働条件の実施方針での
具体的提案

　2006年４月に導入された大阪府立病院機構（公務員型）では、①
臨床研修医及びレジデントの受入れを拡大する、②看護師職制を再
編成し、病院運営への参画体制を強化する、③各病院で目標値を設
定し、効果的な病床管理を徹底し病床利用率の向上にとりくむ、④
定型的な業務のアウトソーシングを進め、事務部門の常勤職員数は
平成16年度（192人）に比し22年度は130人程度の削減を目指す、⑤
給食業務は全面委託を進める、⑥診療科の変更、医師などの配置の
弾力化、常勤以外の雇用形態も含め多様な専門職の活用を行う、⑦
職員の実績や能力を給与に反映させる、非役付職員の給与カーブは
フラット化した独立行政法人国立病院機構の給料表を用いる、⑧抜
本的な経営改善を行い、22年度までに不良債務（60億円）を確実に
解消することなどが提起されました。

（２） 今年（2009年）４月に設立された６法人
の中期目標、中期計画の内容

　「業務の改善及び効率化」や「財政内容の改善」などの課題で
は、これまでと同じように職員の多様な採用形態、組織・人員配置
の弾力化、病床利用率の向上、手術・検査件数の増加、高度医療機
器の稼働率向上、事務・現業部門の委託、業績及び能力評価制度の
構築、人事・給与・人員配置等への反映、経常収支比率を100％以上
にする、外部研究資金の積極的な導入、競争的資金の活用、特許や
製品化・技術の応用化などの数値目標化などが提起されています。

（３） 自治体病院での特徴
　病院では職員採用・配置・人事管理の「弾力化」、職制機構の強
化、病床利用率等の向上、経理合理化・アウトソーシングの徹底、
低賃金構造の押し付けです。
　大学病院では、研究の推進から成果の市場化までも視野に入れた
産・学・公の積極的な連携、外部（企業等）資金の導入、企業ニー
ズ最優先方針の徹底、数値目標の明確化などです。
　人員体制、研究推進も含めた組織の「柔軟で機動的な」再編と事
業の効率的な執行、業績評価、能力・業績主義の導入、徹底は、病
院も試験研究機関も同じです。

独立行政法人化での
具体的な提案内容

　2008年４月に公立大学法人に移行した大学

病院では、「平成21年度・年度計画」がホー

ムページに掲載されています。その中で「研

究に関する目標を達成するための措置」の第

一項「目指すべき研究の方向・水準」の第５

号「各教員は科学研究費を含む外部資金申請

を一件以上行います」としています。

　これで行くと「外部資金等」が獲得できた

診療科は予算も人的体制も拡充されますが、

そうでないところは減少し、限られた資金を

奪い合う結果、全国の「国公立大学」として

もまた、大学内の診療科毎においても「いわ

ゆる勝ち組と負け組」の結果、診療科の医師

偏在が生まれ、医師不足の状況になりかねま

せん。
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とりくみの経験

（１） 大阪府立５病院では
　この間、独立行政法人化にストップをかけられませんでしたが、
先行した大阪府立５病院では、職員の身分保障、賃金確保、労働条
件維持、人事評価・処遇への反映問題などで貴重な成果もありま
す。その到達点や教訓を踏まえた運動が必要です。
　しかし、独法に移行した後は、５年間で64.8億円の累積赤字を解
消することがうたわれ、採算性、効率化に拍車がかかり、ベテラン
の医師・看護師の退職が後を絶たず職場が疲弊しています。同時に
患者の自己負担が増えています。たとえばセカンドオピニオン7400
円／30分→21000円／45分、分娩料が93000円→150000円と大幅に値
上げされています。

（２） 京都市立病院では
　今年３月に発表した「京都市病院事業改革プラン」で京都市立病
院と市立京北病院を2011年から地方独立行政法人（非公務員型）に
移行させるというものです。
　病院支部では、2005年に開業医に市立病院のあり方についてアン
ケートを実施しました。その結果、「自治体病院として充実してほ
しい」との答えが65％あったのに対し、「独法などで効率化を追求
すべき」という答えは25％にすぎませんでした。
　また、８年前から地域住民に向けた「医療要求アンケート」をと
りくんでいますが、その結果、医療費や保険料の負担軽減を求める
声が年々高まっていることが浮き彫りになり、市民の切実な医療要
求実現のため独法化反対の運動をおこなっています。
　病院門前宣伝や地域・商店街訪問などで「市立病院は市立のまま
で」の署名に組合員みんなでとりくんでいます。７月には「市民の
会」をたちあげ、広範な人々との共同の運動が広がっています。

　現在、全国各地で公立病院の独立行政法人化に反対し、直営を堅
持せよとの運動が果敢にとりくまれています。

７月２日「市民病院は市立のままで充実させる市民の会」の結成総会
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具体的なとりくみ

（１） 本部でのとりくみ
①　このパンフレットを積極的に活用し、運動をすすめます。
② 　「地方独立行政法人化」の制度の柱となっている「目標による
管理と適正な業績評価、業績評価に基づく人事管理」は医療現場
になじまないこと、「経営の効率化」のみを優先すれば本来の自
治体病院の役割が果たせないこと等を総務省への働きかけも強め
ます。
③ 　先行事例を改めて調査し、広く問題点と、実態を知らせていき
ます。
④ 　患者や住民アンケート、訪問調査などで地域の医療実態を把握
するともに、住民が望む医療供給体制のあり方について明らかに
していきます。
⑤ 　「財政健全化法」で連結決算によって診療体制の縮小や、人件費
削減などの押し付けがおこなわれる可能性に対するとりくみを強
めます。財政的に特に厳しい病院に対し、地方組織と協力しなが
ら実態調査と分析をおこない、具体的な政策作りをおこないます。

（２） 地方組織、単組、職場で
① 　「独法化」のうごきがあれば、住民組織や関係団体とともに対
策委員会を設置し、住民に知らせ、「○○の会」の結成をはじ
め、共同のとりくみをすすめます。
② 　「独法化」反対の運動は、地域医療を守る運動と一体化し、医療
職場の深刻な実態を改善し、働き続けられる職場づくりのため、
看護師など医療従事者への具体的な政策作りをおこないます。
③ 　積極的に地域に入り、地域・地域医療について調査活動をおこ
ないます。地域での政策作りを、他団体と共同でおこないます。
④ 　「独法化」により確実に悪化する医師・看護師をはじめとする
医療従事者の労働条件の改善・人員増の運動が地域医療の確保に
不可欠なことを住民に発信し、住民とともに自治体病院と地域医
療充実のため署名、住民宣伝など、組合員が行動できる問題提起
をおこないます。
⑤ 　自治体・議会・医師会・看護協会等に対し申し入れをおこな
い、要請、懇談をおこないます。

　「独法化」の背景には「財政健全化法」の連結決算問題、「集中
改革プラン」での削減の限界問題があり、独立行政法人化により対
象から外そうということがあります。
　急速に進みつつある「独法化」に歯止めをかけ、市民との共同の
運動が早急に求められています。
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Ｑ＆ＡＡ「自治体病院の
 地方独立行政法人化」って？

　運営面では、「目標による管理と適正な業績
評価、業績主義に基づく人事管理」が制度の柱
とされており、給与制度にも持ち込みます。
　仕組みとしては、まず「中期目標」として、
３年から５年の目標を設立団体である自治体の
長が議会の議決を経て定めます。中期目標とし
ては、住民のためにどういう医療サービスを提
供するのか、財政的な運営をどうするのかとい
うことなどを定めることになりますが、主には
財政面での締めつけが強められます。
　「中期目標」のもとに「中期計画」として、
これも３年から５年の計画を定めます。これは
法人が作成して設立団体の長が認可をします。
病院のような公営企業法の適用組織は、この中
期計画も議会の議決が必要となっています。
「年度計画」は、法人が作成して、設立団体の
長への届け出するだけで、議会の議決や審議は

運営の中味はどのようなものでしょうかＱ．２

　試験研究機関・大学・保育所・病院等の業務
を自治体直営から切り離して法人の運営とする
ために、地方自治体が50％以上出資して設立す
る法人で、経営面での「独立」をつよめるもの
です。自治体版「分社化リストラ」の手法とも
いわれています。
　設立の定義・目的では、「自治体が直接実施す
る必要がない業務で、民間に委ねては確実な実
施ができない恐れのあるものを効率的に行わせ
るために設立する法人」とされています。病院
等の業務を、「自治体が直接実施する必要がない
業務」と規定しているところに狙いが現れてい
ます。設立は、自治体が判断し、議会の議決を経

て定款を定めて、国・都道府県等の認可を受け
ます。設立される法人の業務に関する一切の権
利・義務は当該法人が継承することになり、自
治体病院の場合も、独立行政法人への移行時に
持っている借金を抱えたまま、それを押しつけ
られて病院が出発するという形になります。

「地方独立行政法人」制度とは、
どのようなものですかＱ．１
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ありません。
　これは、独立行政法人制度の一つの特徴です
が、議会の関与が弱まることによって、自治体
の長や法人の長の独断的運営が強められる危険
があります。住民からかけ離れて、住民の方を
見ない、財政運営だけに終始する運営になる危
険も強まります。「地方公営企業法」の現在の
制度の中では、単年度ごとに予算、決算が議会
で審議されて承認を受けますが、こうした議会
や住民によるチェックができにくくなります。
　また、「中期目標期間」終了時に、設立団体
の長が法人の組織・業務運営全般にわたって組

織の改廃を含めた見直しをすることになってい
ます。経営的に採算第一主義の運営で徹底的に
住民サービスを削ったり、あるいは労働条件を
改悪したりして、病院が経営的に成り立つよう
になってくれば、「何も自治体がやらなくても
いいじゃないか、民間も参入しやすくなる」と
いうことで、民間移譲の条件が整うことになり
ます。逆に運営がうまくいかなかった場合、で
きるだけ早目に廃止をしようという世論づくり
がされることにつながります。したがって、独
立行政法人は、最終目的ではなく民間移譲への
通過点になりかねません。

　独立行政法人の財務及び会計は、企業会計が
原則です。病院の場合はもともと公営企業法適
用で企業会計原則ですが、独立行政法人への移
行後、病院などの公営企業については、「事業
の経費は当該事業の経営に伴う収入によって賄
うことが原則」、要するに独立採算ということ
をわざわざ特例として規定をしています。
　現在、病院については地方公営企業法で一般
会計からの繰り入れ基準があり、それに基づい
て繰り入れがされています。独立行政法人に移
行後も、その繰入金相当分は「運営交付金」と
いう名前に変えて同様の措置をすることに一応
はなっています。しかし今までは、繰り入れ基
準が不十分なため、不採算医療など住民のため
に必要な医療確保の観点から、多くの自治体で
独自の判断で行政的に上乗せしています。
　今回、制度的には繰り入れ基準に準じて同様
の措置がされますが、独立採算ということです
から、自治体が独自の判断として繰り入れてき
た部分は削られる危険があります。

病院財政面ではどのような
変化が予想されるでしょうかＱ．３
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　地方独立行政法人には、特定地方独立行政法
人（公務員型）と一般地方独立行政法人（非公
務員型）とがあります。
　地方独立行政法人のうち、①その業務の停滞
が住民の生活、地域社会もしくは地域経済の安
定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、その役
員及び職員に地方公務員の身分を与える必要が
あるもの、②その業務運営における中立性及び
公正性を特に確保する必要があるため、その役

職員の身分・労働条件は
どのようになるでしょうＱ．４

員及び職員に地方公務員の身分を与える必要が
あるもの、を特定地方独立行政法人と位置づけ
ています。地方独立行政法人には、従来公務と
して行われてきた業務に相当する業務を行うこ
ととなるものもあり、業務の停滞が住民の生活
等に著しい支障を及ぼす等、きわめて公共性が
高い業務が想定されるため、公務員が処理すべ
き業務を行う地方独立行政法人の職員には公務
員身分を付与するとされています。

　一般地方独立行政法人法の成立過程での国会
審議では、本人の意思に関わりなく公務員の身
分が失われる点で問題となり、総務大臣も問答
無用で公務員身分を剥奪することに躊躇を示
し、「本人がどうしてもいやだという場合に
は、それは事実上、運用上、いろいろな工夫の
余地がある」「人事配置上の話し合いで、いろ
いろな手がある」と答弁しました。同時に、
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣
等に関する法律」の改正により、派遣期間が３
年、最長５年となっている本則を、地方独立行
政法人への職員派遣に限っては最長10年の派遣
期間とする改定がおこなわれました。
　現に働いているすべての職員に「法人に移行
し非公務員となる」か、「派遣制度」をつかっ
て最長10年間公務員の身分を保障させるか、の
意向確認が必要です。
　地方独立行政法人へ移行する場合、現に病院
に配置されている職員は、原則として、地方独
立行政法人の成立の日に地方公務員の身分を失
い、非公務員になります。
　団結権、団体交渉権、争議権の労働三権があ
り、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法
等が適用になります。

一般地方独立行政法人（非公務員型）の場合

地方独立行政法人への移行にともなう地方独立行政法人への移行にともなう
職員の身分・賃金・労働条件　　　　職員の身分・賃金・労働条件　　　　

　現に働いている職員が地方独立行政法人に移行する場合、その自治体病院が特定地方独立行政法人
（公務員型）になるのか、一般地方独立行政法人（非公務員型）になるのかによって、職員の身分・賃
金・労働条件が異なります。
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る労働組合となる者としています。
　法人である労働組合となったものは、当該移
行型地方独立行政法人の成立の日から起算して
60日を経過する日までに、労働組合法に適合す
る旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主
たる事務所の所在地において登記しなければ、
その日の経過により解散するものとされていま
す。

地方独立行政法人に移行する労働組合の扱い

　現に働いている自治体病院が地方独立行政法
人に移行する場合、現にある地方公務員法に規
定する職員団体であって、その構成員の過半数
が当該地方独立行政法人の職員となる場合は、
地公労法の適用を受ける労働組合（特定地方独
立行政法人）、または労働組合法の適用を受け
る労働組合（一般地方独立行政法人）となると
されています。
　当該職員団体が法人であるときは、法人であ

　現に働いている職員が一般地方独立行政法人
に移行する場合には、地方公務員等共済組合法
が全面的に適用されます。
　刑法その他の罰則の適用については、法令に
より公務に従事する職員とみなすこととし、い
わゆる「みなし公務員」規定が設けられていま
す。また、秘密保持義務が課せられており、守
秘義務違反に対する罰則があります。
　育児休業・介護休業については、民間の育児
・介護休業法が適用になります。

　現に働いている公務員の今までの労働条件、
組合との合意事項などは継承されません。基本
的には地方独立行政法人成立後に結成される労
働組合と使用者である地方独立行政法人との間
で締結される労働協約に基づき定められます。
　一般地方独立行政法人に移行した者が退職す
るときは、公務員としての引き続いた在職期間
を一般地方独立行政法人の職員としての在職期
間とみなして取り扱われることと規定されてい
ます。

　公営企業法一部適用から特定地方独立行政法
人に移行する場合、現に病院に配置されている
職員は、身分は地方公務員のままですが、適用
法律は地方公務員法から「地方公営企業等の労
働関係に関する法律」の適用に変更になりま
す。そのため、労働組合法、労働関係調整法等
は一部を除いて適用になります。労働基準法に
ついても、解雇に関する規定等を除いて適用に
なります。地方公営企業の職員と同様、労働協
約締結権が認められ、労働条件は団体交渉事項
とされています。
　公営企業法全部適用から特定地方独立行政法
人に移行する場合は、身分は地方公務員のまま
で、適用法律は「地方公営企業等の労働関係に
関する法律」で変わりません。
　地方公務員法上の任用や身分保障、服務に関
する規定、は基本的に適用されます。
　現に働いている公務員の今までの労働条件、
組合との合意事項などは継承されません。地方
独立行政法人との間で締結される労働協約に基
づき定められます。労基法90条では、就業規則
の作成、変更にあたっては事業所ごとの過半数
組合または労働者代表からの意見聴取が必要と
されています。従って、労働組合の役割がきわ

めて重要です。2006年に特定地方独立行政法人
に移行した大阪府立病院機構では、労働者の過
半数代表をめぐって自治労と激しい選挙が行わ
れましたが、大阪府職労が労働者代表に選出さ
れました。この選挙の結果が、後の就業規則の
意見聴取や時間外労働協約に大きく影響するこ
ととなりました。
　給与については、地方公営企業と同様、人事
委員会勧告の対象外となっており、団体交渉に
より決定されます。退職手当も、労使間の団体
交渉事項となっています。
　地方独立行政法人に移行した職員が退職する
場合で、退職手当を支給しようとするときは、
地方公務員としての在職期間を地方独立行政法
人の職員としての在職期間とみなして取り扱う
ことすべきものと法で規定されています。
　公務災害については一般の地方公務員と同
様、地方公務員災害補償法が適用されます。
　労働基本権の制約や苦情処理の救済の仕組み
は、地方公営企業と同様、「地方公営企業等の
労働関係に関する法律」によって規律されます。
　育児休業については、地方公務員育児休業法
が適用になります。介護休暇については法人の
規程によります。

特定地方独立行政法人（公務員型）の場合



11

　ア、自治体病院の運営について、議会や住民
の監視が弱まります。単年度ごとの予算・決算
が議会で審議されるという仕組みではありませ
んので、自治体の首長とか理事者の独断的運営
が一層ひどく、腐敗や汚職の温床になりかねま
せん。
　中期目標、中期計画の押しつけなど、採算第
一主義の徹底で住民無視が一層ひどくなり、人
員削減など医療事故と背中合わせの職場実態が
一層深刻になる危険があります。

　イ、地域医療にとっては、もうかる医療にシ
フトするということで、不採算部門等の切り捨
てや、今までとは違って一般行政とは切り離し
て別の法人ができるわけですから、保健・福祉

・医療を一体にした町づくりがいっそう困難に
なる危険もあります。
　患者さんにとっても、採算第一主義の運営
で、差額ベッドをはじめ保険外負担の拡大や、
診療報酬制度のもとで早期退院の強制などが一
層強められ、病院がますます住民にとって遠い
存在になる可能性があります。
　地方公営企業法では、原則として公共性の原
則と経済性の追求というのがうたわれています
が、独立行政法人法では、経済性の原則だけ
で、公共性の原則は消えています。
　今の国の悪政のもとで、自治体こそが最後の
とりでとなって住民に必要な医療を提供する役
割が求められていますが、そうした自治体の公
的責任を縮小するものです。

自治体病院にとって
この法律の問題点はＱ．５

地方独立行政法人法が作られた際の、
「附帯決議」とはどんなものでしょうかＱ．６

　自治労連を中心とした運動の中で、「地方独立
行政法人の設立に当たっては、地方公共自治体
の自主的判断を十分尊重する」「地方独立行政
法人への移行に際しては、雇用問題・労働条件に
ついて配慮をして、関係職員・団体または関係労
働組合と十分な意思疎通が行われるよう必要な
助言等を行う」ことなど明記されています。これ
らを活用して今後のとりくみを進めましょう。

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項につ
いて十分配慮すべきである。

一、 地方独立行政法人の設立に当たっては、地
方公共団体の自主的判断を十分尊重するこ
と。

二、 地方独立行政法人への移行等に際しては、
雇用問題、労働条件について配慮し、関係職
員団体又は関係労働組合と十分な意思疎通

が行われるよう、必要な助言等を行うこと。
三、 地方独立行政法人の情報公開に関しては、
住民に対し業務状況等を積極的に公開する
とともに、その公表方法の改善に努めるよ
う、必要な措置を講ずること。

四、 地方独立行政法人の業績評価に当たって
は、財務面のみならず、住民の意見を積極
的に取り入れることにより、住民の視点に
立った評価制度が確立されるよう、その体
制整備に努めること。

五、 第三セクター等の経営健全化に関しては、
その手段として安易に地方独立行政法人へ
の移行が選択されないようにするととも
に、地方公共団体に対し、法的整理を含め
その早期抜本処理を促し、経営責任の明確
化、清算の可否、民営化の是非を精査検討
できるよう、必要な対策を講ずること。

六、 公立大学法人の設立に関しては、地方公共
団体による定款の作成、総務大臣及び文部
科学大臣等の認可等に際し、憲法が保障す
る学問の自由と大学の自治を侵すことがな
いよう、大学の自主性・自律性を最大限発
揮しうるための必要な措置を講ずること。

右決議する。

地方独立行政法人法案に対する
参議院総務委員会附帯決議
 （全会一致で採択）
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（要求書雛形）

様

自治労連
執行委員長

要　求　書
　日頃、病院運営に尽力されていることに敬意を表します。
　「地方独立行政法人」は、運営を独立行政法人にして「効率化」を徹底し、自治体の財政
支出を削減すること、職員の定数削減を図ることを大きな目的としています。その結果、住
民・利用者（患者）には負担増の押し付けと、良質な医療を受ける権利を奪い、職員には過
密労働や雇用の不安定化をもたらすことになり、反対をしています。
　自治体病院の目的である、その地域で不足している医療の確保と公正・公平な医療を提供
し、「住み続けられる地域」作りに貢献することです。それが担保されるため、以下の事項
について誠意ある回答を求めます。

記

１、 地方独立行政法人は、経営効率化を最優先し、自治体の公的責任を放棄する制度であ
り、導入しないこと。

２、 やむをえず地方独立行政法人を導入する場合には、広く住民の意見を聞くこと。
３、 法人の理事長の任命、業務実績の評価など地方独立行政法人の運営については、住民、
議会による監視、チェック制度を設けること。

４、 公的責任を担保するために適切な運営交付金を交付すること。また、法人の評価結果や
業績などを口実に、賃金・労働条件の切り下げをおこなわないこと。

５、 地方独立行政法人の賃金、労働条件は、一般法人も含めて公務員準拠とすること。また
設置団体から移行型法人に承継する権利義務の中に労使の合意事項を含めること。

６、 地方独立行政法人へ移行する場合の身分切り替え問題等については、労使協議を原則と
し苦情処理、問題解決のための第三者機関を設置すること。

７、 地方独立行政法人における能力・成果主義賃金については、労使協議事項であり、法律
上の規定から削除すること。

８、 地方独立法人が解散した場合、そのつけを設立団体の住民に押し付けないこと、職員の
身分保障をおこなうこと。

 以上
（上記は導入前提の基本要求ですので、提案の具体性、地域性を加味して変更してくださ
い）
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（独法化の具体的な提案がされ、議会で提案が議決された時の要求書雛形）

様

自治労連
執行委員長

要　求　書
　日頃、病院運営に尽力されていることに敬意を表します。
　「地方独立行政法人」は、運営を独立行政法人にして「効率化」を徹底し、自治体の財政
支出を削減すること、職員の定数削減を図ることを大きな目的としています。その結果、住
民・利用者（患者）には負担増の押し付けと、良質な医療を受ける権利を奪い、職員には過
密労働や雇用の不安定化をもたらすことになり、反対をしています。
　自治体病院の目的である、その地域で不足している医療の確保と公正・公平な医療を提供
するため、職員の労働条件の改悪は許されません、以下の事項について誠意ある回答を求め
ます。

記

１、法人に移行後も、従来の労使関係を遵守すること。
２、賃金、労働条件の改悪は行わないこと。
３、賃金について
　（１）給料表の細部を明らかにすること。
　（２）人事評価を賃金に反映させないこと。
４、身分移行、人事異動について
　（１）人事異動については本人希望を尊重すること。
　（２）行政職の派遣については本人希望を尊重すること。
５、雇用について
　（１）非常勤職員等を均等待遇し、引き続き雇用を確保すること。
　（２）再任用については、従前の職員に準ずること。
６、労働条件に関ること。
　（１）中期目標、中期計画については、労働条件に関るので早急に説明すること。
　（２）就業規則を明らかにし、労働協約については誠意をもって書面協定を結ぶこと。
７、不良債務がある場合、自治体の責任で精算すること。
８、地方独立行政法人に移行した場合、一般会計の負担金を増額すること。
９、職員の福利厚生を充実させる立場で協議すること。
 以上
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団

体
職
員
並
び
に
民
間
事
業
の
従
事
者

の
給
与
、
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し

て
決
定

⇒
 職
員
の
業
績
が
処
遇
に
反
映
さ
れ

に
く
い
。

　
 人
材
確
保
に
向
け
た
、
独
自
の
給

与
体
系
の
設
定
が
困
難
。

左
記
の
要
件
に
加
え
、
当
該
地
方
公
営

企
業
の
経
営
状
況
、
そ
の
他
の
事
情
を

考
慮
し
て
、
企
業
独
自
の
給
料
表
を
設

定
可 ⇒
 制
度
上
は
独
自
の
給
与
体
系
の
導

入
が
可
能
で
あ
る
が
、実
際
に
は
、

一
般
行
政
組
織
の
給
与
体
系
に
準

拠
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

・
 同
一
又
は
類
似
の
職
種
の
国
及
び
地

方
公
共
団
体
の
職
員
並
び
に
民
間
事

業
の
従
事
者
の
給
与
を
考
慮

・
 当
該
法
人
の
業
務
成
績
を
考
慮

・
 認
可
中
期
計
画
の
人
件
費
の
見
積
り

等
を
考
慮

⇒
 制
度
上
は
独
自
の
給
与
体
系
の
導

入
が
可
能
で
あ
る
が
、実
際
に
は
、

地
方
公
共
団
体
の
給
与
体
系
に
準

拠
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

・
当
該
法
人
の
業
務
成
績
を
考
慮

・
 社
会
一
般
の
情
勢
に
適
合
さ
せ
る

⇒
 経
営
状
況
や
職
員
の
業
績
を
、
よ

り
反
映
さ
せ
た
独
自
の
給
与
体
系

の
導
入
が
可
能
。

指
定
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

⇒
管
理
者
の
裁
量
に
よ
る
。

予
算

制
度
（
地
方
自
治
法
の
財
務
規
定
の
適
用
）

あ
り
、
予
算
の
単
年
度
主
義

（
予
算
編
成
）

地
方
公
共
団
体
の
長
が
調
整
し
て
議
会

に
提
出
す
る

⇒
 中
長
期
的
な
視
点
に
よ
る
柔
軟
な

対
応
が
困
難
。

　
 予
算
要
求
か
ら
確
定
ま
で
半
年
以

上
を
要
し
、
機
動
的
な
対
応
が
困

難
。

（
地
方
自
治
法
の
財
務
規
定
の
適
用
）

あ
り
、
予
算
の
単
年
度
主
義

（
予
算
編
成
）

事
業
管
理
者
が
予
算
原
案
を
作
成
し

て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
に
送
付
し
、

長
が
調
整
し
て
議
会
に
提
出
す
る

⇒
 中
長
期
的
な
視
点
に
よ
る
柔
軟
な

対
応
が
困
難
。

　
 予
算
要
求
か
ら
確
定
ま
で
半
年
以

上
を
要
し
、
機
動
的
な
対
応
が
困

難
。

（
地
方
自
治
法
の
財
務
規
定
の
適
用
）

な
し

（
予
算
編
成
）

中
期
計
画
に
基
づ
き
、
年
度
毎
の
業
務
運
営
に
関
す
る
年
度
計
画
を
定
め
、
設

立
団
体
の
長
に
届
け
出
る

⇒
中
期
的
な
視
点
に
よ
る
柔
軟
な
病
院
経
営
が
可
能
。

（
地
方
自
治
法
の
財
務
規
定
の
適
用
）

な
し

（
予
算
編
成
）

指
定
管
理
者
が
事
業
計
画
を
作
成
し
、

地
方
公
共
団
体
と
協
議
す
る

⇒
 民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
こ

と
が
可
能
。

契
約

関
係
地
方
自
治
法
等
に
基
づ
く

⇒
 複
数
年
契
約
が
困
難
で
あ
り
、
経

済
性
を
十
分
発
揮
で
き
な
い
。

地
方
自
治
法
等
に
基
づ
く

⇒
 契
約
権
限
を
有
す
る
が
、
地
方
自

治
法
適
用
の
た
め
契
約
制
度
の
制

約
は
一
部
適
用
と
変
わ
り
な
い
。

特
別
な
法
制
な
し

⇒
複
数
年
契
約
な
ど
自
由
度
が
増
し
、
よ
り
経
済
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
可
能
。

経
費
負
担
の
原
則
・
原
則
と
し
て
独
立
採
算

・
 地
方
公
営
企
業
法
第
17
条
の
２
に
お
い
て
経
費
負
担
の
原
則
を
規
定
（
負
担

金
・
補
助
金
と
し
て
一
般
会
計
又
は
他
の
特
別
会
計
で
負
担
）

・
原
則
と
し
て
独
立
採
算

・
 地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
85
条
に
お
い
て
、
設
立
団
体
が
負
担
す
る
経
費
に

つ
い
て
財
源
措
置
の
特
例
と
し
て
規
定
（
運
営
費
負
担
金
）

・
原
則
と
し
て
独
立
採
算

・
 地
方
公
共
団
体
か
ら
の
負
担
金
、
委

託
料

業
務
の
評
価
制
度
特
別
な
法
制
な
し

地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
よ
る
評
価

⇒
 外
部
評
価
の
制
度
化
に
よ
り
、
病
院
事
業
全
体
で
PD
CA
サ
イ
ク
ル
を
確

立
し
、
業
務
改
善
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
。

特
別
な
法
制
な
し
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〈資料〉地方独立行政法人における公務員型及び非公務員型の職員の身分の取扱い比較
地方公共団体の職員
（一般の行政職員）

独立行政法人
公務員型 非公務員型

対象となる
事務及び事
業

○ 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図
ることを基本として、地域における行政
を自主的かつ総合的に実施する役割を広
く担う

 （地自法１の２①）

○次の要件のいずれにも該当する事務及び事業
　ア） 住民生活、地域社会・経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが

必要なもの
　イ）地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの
　ウ）民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの　
 （独法法２①）
○ 業務の停滞が住民の生活、社会経済の安
定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、
又は

○ その義務運営における中立性及び公平性
を特に確保する必要があるため、その役
職員に地方公務員の身分を与える必要が
あるものとして定款で定めるもの

 （独法法２②）

○左記の要件に該当しない業務

設立形式・
組織形態等

○地方自治法

○法人格あり

○地方独立行政法人に共通する設立根拠法（独法法）を設け、共通原則を制度化
○個別の独立行政法人の設立は、定款認可（独法法７）
○独立の法人格を付与

職員の身分 ○地方公務員 ○非公務員（民間労働者と同じ）
任用 ○ 任命権者については、地公法第６条に規

定
○ 地公法の任用に関する規定（15条～22条）
を適用

○ 理事長・監事は地方公共団体の長が任命 
 （独法法14①②）

○ 副理事長・理事及び職員については理事
長が任命 （独法法14③、20）

○ 地公法の任用に関する規定（15条～22条）
を適用

○同左

○ 法人の長の任命により、法人と職員の間
に雇用契約関係が生ずる

労働基本権 ○ 団結権及び団体交渉権（協約締結権を含
まない）あり （地公法52③、55）

○争議権なし （地公法37）
○労働基準法の一部適用
○ 労働組合法、労働関係調整法は適用除外

○ 団結権及び団体交渉権（協約締結権を含
む。）あり

○争議権なし
○ 地方公営企業等の労働関係に関する法律
を適用

　（ 労働基準法、労働組合法、労働関係調
整法等は、一部を除いて適用）

○労働三権あり

○ 労働基準法、労働組合法、労働関係調整
法等を適用

身分保障 ○法律又は条例で定める事由でなければ、意に反して、降任、休職、免職されない
 （地公法27）

○ 降任、休職、免職等の事由については就
業規則において規定

給与 ○職務給の原則
○ 生計費並びに国及び他の地方公共団体の
職員並びに民間事業の従事者の給与その
他の事情を考慮

○条例で定める （地公法24）
○人事委員会勧告の対象 （地公法26）

○ 職務給の原則、職員が発揮した能率を考
慮

○ 支給基準を地方公共団体の長に届出、公
表

○ 支給基準は、同一又は類似の職種の国及
び地方公共団体の職員、他の特定地方独
法の職員並びに民間事業の従業員の給
与、業務の実績、中期計画の人件費の見
積もり等を考慮 （独法法51）

○人事委員会勧告の対象外

○勤務成績を考慮した給与
○ 支給基準を地方公共団体の長に届出、公
表

○ 支給基準は、法人業務の実績を考慮、社
会一般の情勢に適合 （独法法57）

勤務時間等 ○条例で定める
○ 国及び他の地方公共団体の職員との間の
均衡を失しないように考慮

 （地公法24）

○ 法人で規程を定め、地方公共団体の長に
届出、公表

○ 上記の規程は、国及び地方公共団体の職
員の勤務時間等を考慮 （独法法52）

○就業規則等により決定

退職手当 ○退職手当条例を適用 ○ 支給基準を地方公共団体の長に届出、公
表

○ 支給基準は、同一又は類似の職種の国及
び地方公共団体の職員、他の特定地方独
法の職員並びに民間事業の従業員の給
与、業務の実績、中期計画の人件費の見
積もり等を考慮 （独法法55）

○ 支給基準を地方公共団体の長に届出、公
表
○ 支給基準は、業務の実績を考慮、社会一
般の情勢に適合 （独法法57）

服務 ○ 原則として地方公務員法上の服務規程を適用（職務専念義務、信用失墜行為の禁止、
守秘義務、政治的行為の制限、営利企業等の従事制限等） （地公法30～38）

○就業規則等により決定

○ 政治的行為の制限は特定職員を除き適用
除外

刑罰関係 ○虚偽公文書作成、公務員職権濫用、収賄、公務執行妨害、名誉毀損の特例等
○服務規程違反については、地公法等を適用

○ 刑法その他の罰則の適用について「みな
し公務員」とする
○守秘義務違反等に対する罰則

共済関係 ○地共済法を適用（地共済法２） 〈職員引継一般地方
　独立行政法人〉
○ 地共済法を適用
　（地共済法141の２）

〈左記以外〉
○ 団体職員として地
共済法を適用
　（地共済法144の３）

災害補償 ○地方公務員災害補償法を適用（地公法45、地公災法２）
定員管理 ○定数は条例で定める （地自法172③） ○ 定数には含まれない（地方公共団体とは

別法人格）
○常勤職員の数を地方公共団体に報告
○ 地方公共団体の長は、常勤職員の数を地
方議会に報告 （独法法54）

育児休業・
介護休業

○地方公務員育児休業法を適用
○介護休暇については条例を適用

○地方公務員育児休業法を適用
○介護休暇については法人の規程
 （独法法52）

○民間の育児・介護休業法を適用
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